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Q：対象用地はおおむね10アールとありますが、道路を挟んで2区画合わせて
１０アールの土地を利用しても認められますか？
A：事業計画書に添付する配置図を確認させていただきますが、近接地であれば一体の区画として認められます。判断基準としては、植栽した場所を目視した際に一体性があれば認められます。
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Q：隣接した市外の土地があるのですが、市外の土地に種まきしてもいいですか？
A：対象用地は市内の土地に限ります。

Q：種子以外にも苗を購入してもいいですか？
A：苗を購入していただくことも可能です。

Ｑ：自分たちの団体に種子があるのですが、団体で購入した種苗と合わせて活用してもいいですか？
Ａ：団体で採取した種子を活用していただけます。花が咲いた後、採取した種子を保管しておいて来年度に種まきをしていただくことも可能です。

Q：１０アール以上の土地があり、２つの団体で播種作業をしたいのですが、複数の団体でも可能でしょうか？
A：複数の団体での活動も可能です。ただし、面積の規模によります。
例)2団体であれば、10アール×２＝20アールの面積を維持管理し、播種
(種まき)作業を行っていただきます。

Q:種まき（植え付け）をしたが、花が咲かなかった場合、謝礼金は交付されませんか？
A:種まきの様子や除草活動などの活動写真で活動状況を実績報告書で確認いたします。地域の景観を良くするため、取組みいただいたことが確認できれば、交付されます。

Q:謝礼金は事業計画書を提出後に交付されるのですか。
[bookmark: _GoBack]A：謝礼金は事業報告書提出後となりますので、次年度の4月頃に振込予定となります。あくまでも後払いとなります。
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Q:事業計画書を提出後、団体の話し合いで冬の花も種まき(植え付け)したいとの希望がありました。追加で種苗を購入することは可能でしょうか。
A:再度、事業計画書を作成し、提出していただきます。「種苗の内訳」の欄に追記していただき、提出してください。

Q:看板はどこに設置すればよいですか？
A:道路に面している場所など、訪れる方が確認できる場所に設置してください。
　　対象用地を市の職員が確認する際に看板設置場所も確認いたします。

Q:花を見に来た方から入場料をいただいても大丈夫ですか？
A:営利目的ではなく、維持管理をするための費用として入場料をいただく場合は問題ありません。

Q:認定まちづくり実働組織事業支援補助金を活用して、既に花の植栽事業を行っています。「あるが嬉しい花やか事業」も行いたいのですが、可能でしょうか。
A: 認定まちづくり実働組織での花の植栽事業との併用は不可となります。
「あるが嬉しい花やか事業」では、草花の種まき、除草作業等を行った団体に対して、謝礼金をお支払いする制度です。
今まで行ってきたまちづくり実働組織での「花の植栽事業」を「あるが嬉しい花やか事業」に切り替えて活動してください。「地域づくり応援補助金」と「あるが嬉しい花やか事業」の謝礼金との区別が難しくなるためです。
　ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
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